
警
察
庁
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
警
察
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
八
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
警
備
企
画
課
）

（
警
備
企
画
課
）

第
三
十
七
条

警
備
企
画
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
七
条

警
備
企
画
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

警
備
警
察
に
関
す
る
制
度
及
び
警
備
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
立

一

警
備
警
察
に
関
す
る
制
度
及
び
警
備
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
立

案
に
関
す
る
こ
と
。

案
に
関
す
る
こ
と
。

二

局
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

局
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
備
警
察
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
備
警
察
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

警
備
警
察
に
関
す
る
資
料
の
整
備
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四

警
備
警
察
に
関
す
る
資
料
の
整
備
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

五

警
備
情
報
の
総
合
的
な
分
析
及
び
こ
れ
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ

五

警
備
情
報
の
総
合
的
な
分
析
及
び
こ
れ
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ

と
。

と
。

六

警
察
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
緊
急
事
態
及
び
同
法
第
五
条
第
二
項
第
四

六

警
察
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
緊
急
事
態
及
び
同
法
第
五
条
第
二
項
第
四

号
に
規
定
す
る
事
案
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

号
に
規
定
す
る
事
案
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

七

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
活
動

に
関
す
る
警
備
情
報
の
収
集
及
び
整
理
そ
の
他
当
該
活
動
に
関
す
る
警
備
情

報
に
関
す
る
こ
と
（
外
事
情
報
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八

前
号
に
規
定
す
る
活
動
に
関
す
る
警
備
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（

外
事
情
報
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
局
内
の
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
局
内
の
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と



。

。

（
公
安
課
）

（
公
安
課
）

第
三
十
八
条

公
安
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
八
条

公
安
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

警
備
情
報
の
収
集
及
び
整
理
そ
の
他
警
備
情
報
に
関
す
る
こ
と
（
警
備
企

一

警
備
情
報
の
収
集
、
整
理
そ
の
他
警
備
情
報
に
関
す
る
こ
と
（
外
事
情
報

画
課
及
び
外
事
情
報
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

次
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
警
備
企

二

次
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
外
事
情

画
課
及
び
外
事
情
報
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

報
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
編
第
二
章
及
び
第
三
章

イ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
編
第
二
章
及
び
第
三
章

に
規
定
す
る
犯
罪

に
規
定
す
る
犯
罪

ロ

破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
に
規
定
す

ロ

破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
に
規
定
す

る
犯
罪

る
犯
罪

ハ

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

ハ

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊

の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
百
三
十
八
号
）
第
六
条
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
犯
罪

律
第
百
三
十
八
号
）
第
六
条
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
犯
罪

ニ

日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

ニ

日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
犯
罪

律
第
百
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
犯
罪

三

無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三

無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
活
動

一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
活
動

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。



（
外
事
課
）

（
外
事
課
）

第
四
十
条

外
事
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
条

外
事
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

一

部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課

二

次
に
掲
げ
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

イ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号

）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等

）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等

の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
規

の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
規

定
す
る
犯
罪

定
す
る
犯
罪

ロ

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号

ロ

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号

）
及
び
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
規
定
す
る
犯
罪

）
及
び
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
規
定
す
る
犯
罪

の
う
ち
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
係
る
も
の

の
う
ち
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
係
る
も
の

ハ

第
三
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
で
外
国
人
に
係

ハ

第
三
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
で
外
国
人
に
係

る
も
の

る
も
の

三

外
国
人
に
係
る
警
備
情
報
の
収
集
及
び
整
理
そ
の
他
外
国
人
に
係
る
警
備

三

外
国
人
に
係
る
警
備
情
報
の
収
集
、
整
理
そ
の
他
外
国
人
に
係
る
警
備
情

情
報
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

報
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

除
く
。
）
。

く
。
）
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

（
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
）

（
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
）

第
四
十
一
条

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど

第
四
十
一
条

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

る
。



一

外
国
人
又
は
そ
の
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ

一

外
国
人
又
は
そ
の
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ

ム
に
関
す
る
警
備
情
報
の
収
集
及
び
整
理
そ
の
他
こ
れ
ら
の
活
動
に
関
す
る

ム
に
関
す
る
警
備
情
報
の
収
集
、
整
理
そ
の
他
こ
れ
ら
の
活
動
に
関
す
る
警

警
備
情
報
に
関
す
る
こ
と
。

備
情
報
に
関
す
る
こ
と
。

二

第
三
十
八
条
第
二
号
並
び
に
前
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の

二

第
三
十
八
条
第
二
号
並
び
に
前
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の

他
警
備
犯
罪
で
前
号
に
規
定
す
る
活
動
に
関
す
る
も
の
の
取
締
り
に
関
す
る

他
警
備
犯
罪
で
前
号
に
規
定
す
る
活
動
に
関
す
る
も
の
の
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。


